
 

食 品 安 全 委 員 会 プ リ オ ン 専 門 調 査 会  

 第 15 回 会 合 議 事 録  

  

１．日時  平成 16 年 10 月 26 日（火）  10:00～ 12:15  

 

２．場所  食品安全委員会大会議室 

 

３．議事 

（１） 我が国における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策の見直し追いについて 

（２）その他 

 

４．出席者 

  （専門委員）   

吉川座長、小野寺専門委員、金子専門委員、北本専門委員、 

品川専門委員、堀内専門委員、山内専門委員、山本専門委員、横山専門委員 

（食品安全委員会委員） 

寺田委員長、小泉委員、中村委員、本間委員、見上委員 

 （事務局） 

 齊藤事務局長、村上評価課長、冨澤評価調整官、梅田課長補佐 

（説明者） 

 厚生労働省 道野監視安全課長補佐 

 農林水産省 境薬事・飼料安全室長 

 

５．配布資料 

資料１   諮問書（平成 16 年 10 月 15 日付け、厚生労働省発食安第 

1015001 号、16 消安第 5410 号） 

資料２   国内措置の見直しの諮問について（論点メモ） 

参考資料１ 日本における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策について 

～中間とりまとめ～ 

参考資料２ 「中間とりまとめ」に関する意見交換会で寄せられた主な 

意見等 

 

６ .議事内容 

○吉川座長  定刻になりましたので、ただいまから、第 15 回「プリオン専門調査会」を開
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催いたします。本日は、９名の専門委員が御出席です。食品安全委員会からは、寺田委員

長、小泉委員、見上委員、中村委員、本間委員が御出席です。また、本日はこれからの議

論のために、厚生労働省及び農林水産省からも御出席いただいております。事務局につき

ましては、お手元の座席表を御覧になっていただければと思います。本日の会議全体のス

ケジュールにつきましては、お手元の資料「第 15 回プリオン専門調査会  議事次第」がご

ざいますので、御覧いただきたいと思います。それでは、今日の議題に入る前に、事務局

から資料の確認をお願いします。 

○冨澤評価調整官  本日の資料の確認をさせていただきます。一番上のページでございま

すけれども、「第 15 回食品安全委員会プリオン専門調査会  議事次第」でございます。そ

の次が、同調査会の座席表でございます。その次でございますけれども、平成 16 年 10 月

15 日付けで厚生労働大臣、農林水産大臣より食品安全委員会委員長あてに、意見の聴取を

求められました諮問書がございます。その次の、資料２でございますけれども、これは資

料１の諮問の内容につきまして、論点を整理したメモでございます。一番上の紙がＡ４の

１枚紙が資料の項目を整理したメモとなってございまして、その後ろ、２枚目、３枚目が

諮問書の中の特に議論となる部分を抜き出したものでございます。次の参考資料１でござ

いますけれども、これは「中間とりまとめ」でございます。なお、傍聴の方でございます

けれども、中間とりまとめの図表のうちの表の２、３、７は別刷りになっておりますので、

恐縮ですけども、そちらを御覧いただければと思います。  その次に、参考資料２でござ

いますけれども、これは「『中間とりまとめ』に関する意見交換会で寄せられた主な意見

等」でございまして、リスクコミュニケーションとして行いました意見交換会でいただき

ました主な意見と、それに対する見解について一覧にしたものでございます。以上、資料

を用意させていただいております。不足の資料がございましたら、お申し付けいただけれ

ば幸いでございます。それでは、座長よろしくお願いいたします。 

○吉川座長  以上が資料ですけれども、お手元の方、皆さんございますか。それでは、議

事に入らせていただきます。前回少し間が空きましたけれども、９月６日の第 14 回の調査

会でまとめました、我が国における牛海綿状脳症対策についての中間とりまとめを受けて、

10 月 15 日付けで、今、事務局の方からありましたように、厚生労働大臣及び農林水産大

臣から食品安全委員長あてに、ＢＳＥ対策の見直し案について、食品健康影響評価をして

くれという要請が来ておりますので、主にこの諮問について議論を進めていきたいと思い

ますけれども、その間の経緯及び諮問内容について、事務局の方から説明をお願いします。 

○梅田課長補佐  諮問の内容につきまして、御説明をさせていただきます。本日は厚生労

働省、農林水産省から担当官にお出でいただいておりますので、私の説明の後、もし補足

等があれば御説明いただければと思っております。まず、資料１と資料２でございますけ

れども、資料２の方に論点メモということで、１枚目に項目を出して整理させていただい

ています。資料２の後ろ２枚が一覧表になっておりますので、そちらと資料１を参照しな

がら見ていただければと思います。まず資料１の表でございますけれども、厚生労働大臣、
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農林水産大臣から、10 月 15 日付で食品安全委員会委員長あてに諮問が来てございます。

食品健康影響評価について意見を求められてございます。この内容でございますけれども、

「記」のところにございますように、先般とりまとめられました中間とりまとめを踏まえ

まして、以下の事項に関わる見直しを行うことについての意見の聴取を求められたという

でございます。４項目ございます。まず（１）が、と畜場におけるＢＳＥ検査についての

話でございまして、牛の検査対象となる牛の月齢の改正及び検査技術に係る研究開発の推

進。（２）番目として「特定危険部位（ＳＲＭ）の除去の徹底」に関すること。（３）番

目として「飼料規制の実効性確保の強化」。（４）番目に「ＢＳＥに関する調査研究の一

層の推進」という項目になってございます。それぞれの項目について、簡単に御説明させ

ていただきます。１枚めくっていただいて、別紙になってございます。まず「Ｉ  と畜場

におけるＢＳＥ検査について」ということで、これは厚生労働省の所管になってございま

すが、この諮問の別紙の構成でございますけれども、１に「現状」が書いてございまして、

２に「課題と今後の措置」ということでございます。論点メモの一覧表には、２の「課題

と今後の措置」のところ、今後どのようにするのかという、今後の措置についての部分を

抜き出して整理させていただいております。若干その１の「現状」についても触れさせて

いだたきますと、まず「規制の状況」でございますけども、食用を目的とした獣畜のと殺

解体については、と畜場法第 14 条に基づき、これはと畜場においては都道府県知事の行う

検査を経た獣畜以外の獣畜については、と殺解体をしてはならないという規定でございま

すけれども、この規定に基づきまして、都道府県または保健所を設置する市の職員である

と畜検査員の行う、これは公務員ということになるわけでございますけれども、またその

資格としては獣医師になるわけでございます。そのと畜検査員の行うと殺前、と殺後の検

査を経なければならないということになってございます。と殺前の検査におきましては、

神経症状を呈するなど、ＢＳＥが疑われる牛については、と畜場法第 16 条に基づき、これ

は検査の規定でございますけれども、16 条については、検査の結果、その疾病が確認され

た場合にあっての措置についてでございますけれども、と殺解体は禁止されるということ

になってございます。と殺後、検査のうちＢＳＥ検査の対象については、これは牛海綿状

脳症対策特別措置法、ＢＳＥ措置法と言っておりますけれども、その第７条第１項及び厚

生労働省関係のＢＳＥ特措法の施行規則でございますけれども、それに基づきまして、月

齢０か月以上の牛と定めているということであります。ＢＳＥ特措法で検査をしなければ

いけないということになっておりまして、その具体的な月齢については、施行規則におい

て０月齢以上という規定になっておりますので、そのすべての月齢の牛については、現在、

検査をしなければならないという規定になってございます。また、と畜場法第 16 条に基づ

きまして、ＢＳＥに罹患している牛を食用とすることは禁止されているというのは、先ほ

ど申し上げたとおりでありまして、そのＢＳＥと診断された牛は焼却し処理を行ったと畜

場の設備は消毒を行わなければならないというような規定もこの中にございます。（２）

番として「都道府県等における実施体制」でございますけれども、平成 13 年 10 月 18 日か
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ら、牛のと殺解体を行うすべてのと畜場におけると畜検査にＢＳＥ検査が導入されたとい

うことでございまして、16 年８月 31 日まででございますけれども、355 万頭強の牛につ

いて検査が実施されたということになってございます。また、ＢＳＥスクリーニング検査

で陽性となった場合には、国立感染症研究所、帯広畜産大学または北海道大学において確

認検査を実施し、厚生労働省に設置しております「牛海綿状脳症の検査に係る専門家会議」

において検査結果に基づく確定診断を行っておるということで、御承知のとおりだという

ことでございます。「２  課題と今後の措置」でございますけれども、「（１）ＢＳＥ検

査の対象月齢の見直し」ということでございまして、中間とりまとめにおいて、以下のよ

うな指摘があるということでありますけれども、中身の引用部分については省略させてい

ただきます。次にめくっていただきまして、２ページでありますけれども、その中間とり

まとめにおける指摘がございますが、それを踏まえまして、と畜場におけるＢＳＥ検査は、

平成 13 年 10 月当時、牛の月齢の確認が困難であったこと、国内初のＢＳＥ感染牛が発見

された直後で検査をした肉と、しない肉が流通することへの強い不安があったことなどの

状況を考慮して開始したものであるが、当該措置を講じてから約三年が経過しようとして

いる現在、その間の科学的知見等の進展に基づいて、食品安全委員会が行ったＢＳＥ対策

の検証結果である中間とりまとめにおいて、上記の指摘がなされていることを踏まえ、と

畜場におけるＢＳＥ検査を検査対象を 21 か月齢以上とするということで、先ほど申し上げ

たＢＳＥ特措法の施行規則の第１条の改正を行うということで諮問が来てございます。な

お、見直しに当たっては、必要な経過措置を講じることということも書いてございます。

（２）番でありますけれども「ＢＳＥ検査法の開発」ということで、中間とりまとめの中

でも検査法について研究が進められるべきであるということで、その中で 20 か月齢以下の

牛に由来するリスクの定量的な評価についても、今後検討を進める必要があるというよう

な指摘がされているところでございます。これまでも厚生労働科学研究におきましては、

スクリーニング検査法の開発、確認検査方法の感度の改善など、これまで成果を上げてき

たところでありますけれども、上記指摘を踏まえ、引き続きこれらの異常プリオンたんぱ

く質検出技術の高度化について検討するとともに、諸外国における情報の収集に努め、今

後のＢＳＥ検査体制の充実に資するということでございます。次にめくっていただきまし

て、「II  特定危険部位（ＳＲＭ）の除去について」とございます。これも厚生労働省の

所管でございます。現状のところでございますが、13 年 10 月 18 日から、と畜場法第９条

及び施行規則第７条に基づきまして、と畜業者は牛の頭部、これは舌及び頬肉を除くとな

ってございますけれども、頭部、脊髄及び回腸遠位部につきまして、枝肉及び食用に供す

る内蔵の汚染を防ぐように処理することが義務づけられているということで、その取扱い

につきましては、管理用量というのを定めておりまして、それに基づいて行われていると

いうことでございます。また、同じく平成 13 年 10 月 18 日から、と畜場法第６条及び施行

規則第３条に基づきまして、と畜場の設置者または管理者は、牛の頭部、脊髄及び回腸遠

位部を専用の廃棄物容器に収納しまして、焼却することが義務づけられているということ
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になってございます。また、14 年７月４日からは、ＢＳＥ特措法の７条第２項及び第３項

におきまして、上記の措置が規制されているということでございます。更に、脊柱の話で

ございますけれども、平成 16 年２月 16 日から、食肉加工業者等に食用への使用が禁止さ

れているというところでございます。（２）番目に「都道府県等における監督体制」とい

うことでございます。と畜場におきましては、都道府県等の職員であると畜検査員が常駐

して監督する下で、と畜場法に基づきＳＲＭの除去、廃棄及び焼却が行われているという

ことでございます。また、食肉処理施設及び食肉販売施設におきましても、都道府県等の

食品衛生監視員が食品衛生法に基づきまして、定期的に立入検査を行っていると。それに

よって遵守状況の確認を行っているというところでございます。「課題と今後の措置」で

ございますけれども、まず「ＳＲＭ除去及び交差汚染防止の実施状況の検証」ということ

でございまして、中間とりまとめの中で、結論でございますけれども、と畜場等における

適切なと畜解体の実施を通じて交差汚染を防止することは、人のＢＳＥ感染のリスクを低

減する上で重要であると。このため、引き続き、適正なＳＲＭ除去、交差汚染防止の指導

を行うとともに、その実施状況を定期的に検証するなど、適正な実施が保証される仕組み

を構築するべきであるという指摘がございます。これに基づきまして、と畜場におきまし

ては、と畜検査員が常駐して監督する下、と畜場側の衛生管理責任者及び作業衛生責任者

の管理下で、日々ＳＲＭの除去、廃棄及び焼却が行われているということでございますけ

れども、また食肉処理施設及び食肉販売施設においては、都道府県等の食品衛生監視員の

定期的な立入検査により、遵守状況を確認するという体制が取られておるというところで

ございましたけれども、上記の指摘を踏まえまして、これらに加えまして、ＳＲＭの管理

状況について、更に的確な検証が行われるようにするため、今後、次の措置を講じるとい

うことで、２項目挙げてございます。まず、Aが「ＳＲＭ管理に関する法令及び関係通知

の遵守状況を確認するため、と畜場におけるＳＲＭ管理の実態調査を定期的に行うことと

し、スタンニングの方法、ピッシングの有無、ＳＲＭの除去・焼却を行う際の標準的な作

業手順及び確認方法を記載した文書及び実施記録の作成状況、背割り前の脊髄除去の有無、

ＳＲＭの焼却方法、背割り後の脊髄の除去方法、枝肉の洗浄方法などについて定期的に調

査を行い、その結果を公表する」ということでございます。B番目に「厚生労働科学研究

において、と畜処理工程における枝肉等のＳＲＭ汚染防止措置の評価方法を開発し、と畜

場における実用化を進める」ということも記載してございます。（２）番目といたしまし

て、「その他」でございますけれども、ピッシングの扱いでございますけれども、中間と

りまとめにおきましては、今後その廃止も含め、更に検討する必要があるというふうに指

摘されているところでございます。このことを踏まえまして、厚生労働省において、既に

ピッシングを中止したと畜場での事例を整理いたしまして、それを都道府県等に対し情報

提供を行うと。それによってと畜場におけるピッシングの中止への取組の指導を推進して

いくと。それとともに、と畜場の現状を踏まえつつ、引き続き中止の方針で検討を進める

ということが書いてございます。  次のページでございますけれども、「III   飼料規制
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の実効性確保の強化について」ということで、これは農林水産省の所管でございます。「現

状」でございますけれども、飼料についてはＢＳＥ蔓延の原因である、反芻動物由来たん

ぱく質の給与を排除するということともに、その交差汚染による反芻動物由来たんぱく質

の混入を防止するという、その２つの観点から飼料の安全性の確保及び品質の改善に関す

る法律、飼料安全法でございますけれども、これに基づきまして、反芻動物を対象とする

飼料は哺乳動物由来たんぱく質、家きん由来たんぱく質及び魚介類由来たんぱく質を含ん

ではならないなどの成分規格が定められているというところでございます。この実効性を

確保するために、飼料安全法に基づきまして、飼料の製造保存表示及び飼料につきまして、

以下の基準が定められているということでございます。製造につきましては、反芻動物を

対象とする飼料には、哺乳動物由来たんぱく質等を用いてはならない。保存につきまして

も、哺乳動物由来たんぱく質等を含む飼料は反芻動物を対象とする飼料に混入しないよう

に保存しなければならないなど、表示、使用につきましても同じようにそれぞれ規定され

ているというところでございます。（３）番でございますけれども、これらの飼料の規格

及び基準の遵守を図るため、飼料の輸入、製造、販売、使用等に関わるものに対しまして、

独立行政法人肥飼料検査所、都道府県等が、飼料安全法に基づきまして監視を行っている

と。また、そのガイドラインを定めまして、これにより指導を行っているということでご

ざいます。続きまして「課題と今後の措置」でございますけれども、中間とりまとめの中

で、ＢＳＥ発生対策として現在行われている飼料規制により、ＢＳＥ発生のリスクは極め

て小さいものと考えられるが、弱例のＢＳＥ牛が確認されていることも踏まえ、飼料規制

の実効性が保証されるよう、行政当局によるチェックを引き続き行うことが重要であると

いうふうに指摘されてございます。先ほど申し上げたとおり、飼料規制につきましては、

反芻動物に対して反芻動物由来たんぱく質が給与されることのないよう、あるいは交差汚

染の防止、そういった観点から規制が講じられているというところでございますけれども、

その実効性を確保するために特に交差汚染の可能性が高い国内での飼料製造段階及び輸入

段階を重点的に検査をしてきたというところでございます。しかしながら、我が国におけ

るＢＳＥ発生状況も踏まえまして、ＢＳＥ感染因子である異常プリオンの伝播を防止し、

国内におけるＢＳＥの根絶を図るためには、３点挙げてございます。１つは「A海外から

の飼料輸入段階」「B国内の飼料販売段階」「C国内の飼料の使用段階における飼料規制

の遵守に係る検査・指導体制を一層強化することが必要である」ということ。このために、

以下について新たに実効性の確保を強化するための措置を講ずるということで、４点挙げ

てございます。１つは「輸入飼料に係る交差汚染の防止」ということで、成分規格の遵守

を徹底するための検査、分析を強化するとこととして、以下の措置を講じるということで

ございます。  アとして、動物性たんぱく質である魚粉等についてでございますけれども、

現在もやっているところでございますけれども、引き続き動物検疫所における輸入検査を

的確に実施していくと。違反があった場合には輸入停止措置等の措置を講じるということ。

そういったことによって魚粉等への反芻動物由来たんぱく質の混入防止を徹底していくと
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いうことでございます。また、その他の飼料につきましても、飼料検査所が検査、分析を

行って、成分規格違反があった場合には、回収、廃棄等の措置を講じると。そういうこと

によって輸入飼料への反芻動物由来のたんぱく質の混入防止を徹底しているということで

ございます。（２）番目に「販売業者における飼料の保存に関する規制の徹底」でござい

ます。アとしまして、飼料を農家に対して直接販売する小売店に対しまして、届出を義務

づけるということでございます。飼料販売段階における飼料規制の監視対象を拡大してい

くということでございます。また、保存の方法の規制につきましては、小売店を含む販売

業者に対する趣旨徹底の強化を図るとともに、都道府県による立入検査等を許可すること

によって、反芻動物向けの飼料への反芻動物由来たんぱく質の混入防止を徹底していくと

いうことでございます。（３）番目に「牛飼養農家における飼料の使用に関する規制の徹

底」ということでございまして、牛飼養農家において、飼料の使用に関する規制を徹底す

るために、地方農政局等による巡回点検等の機会を活用いたしまして、飼料規制について

周知徹底の強化を図るとともに、届けによる立入検査等を強化することによって、農家段

階における飼料の誤用、流用を防止するということ。（４）番目「その他」といたしまし

て、トレーサビリティーでございますけれども、昨年 12 月から個体識別情報の記録等の生

産段階における措置が施行されたということでございます。また、本年の 12 月から牛肉へ

の個体識別番号の表示等の流通段階における措置が施行されるということになってござい

まして、その確実な実施に向けた準備を推進していくということ。リスク牛の検査でござ

いますけれども、平成 16 年度から、死亡牛検査を全都道府県における実施体制が整備され

たというところでございまして、我が国におけるＢＳＥ汚染の程度を把握するとともにＢ

ＳＥ対策の有効性について検証するため、引き続きリスク牛の検査を行なっておるという

ことでございます。次のページに行きまして、「IV  ＢＳＥに関する調査研究について」

でございますけれども、これは両省の所管でございます。「現状」といたしまして、国産

牛でＢＳＥが発生する前から、厚生労働科学研究及び農水省のプロジェクト研究におきま

して、検査法の検討であるとか、あるいはサーベイランス等を実施してきたところでござ

います。国産牛におけるＢＳＥの発生をと畜場における高度迅速検査方法の開発であると

か、発生メカニズムの解明のための動物接種実験の実施。食肉等への異常プリオンたんぱ

く質汚染防止方法の検討など、ＢＳＥ対策に必要な研究を両省が連携して推進してきたと

いうところでございます。「課題と今後の措置」でございますけれども、中間とりまとめ

のところで述べられてございますが、検査法につきましては、今後とも改良が行なわれる

べきものと考えられ、検出限界の改善であるとか、牛の生体から採取した組織、血液等を

用いた生前検査法の開発等も含め、研究が進められるべきである。その中で 20 か月齢以下

の牛に由来するリスクの定量的な評価について、今後更に検討を進める必要があるという

ふうに指摘されてございます。厚生労働科学研究において、これまでにもスクリーニング

検査法の開発、確認検査法の感度の改善など、成果を上げてきたところでございますけれ

ども、これらの指摘を踏まえまして、引き続きこれらの異常プリオンたんぱく質検出技術
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の高度化について検討するとともに、農水省のプロジェクト研究におきましても、ＢＳＥ

の生前検査法の開発を進めていくということ。（２）番目に「ＳＲＭの汚染防止措置の評

価方法の開発」ということでございまして、中間とりまとめの中でもと畜場等における適

切なと畜・解体の実施を通じて交差汚染防止することについては、ＢＳＥ汚染のリスクを

低減する上で重要であるということで、引き続き適正なＳＲＭ除去、交差汚染防止の指導

を行なうとともに、その実施状況について定期的に検証するなど、適正な実施の保証をさ

れる仕組みが構築されるべきという指摘がございます。これを踏まえまして、厚生労働科

学研究において、引き続き、ＳＲＭによる枝肉等の汚染防止措置の評価方法の開発につい

て検討するということでございます。（３）番目に「動物接種試験の継続等」ということ

でございまして、中間とりまとめの中で、今後とも定量的なリスク評価の試みは引き続き

行なわれるべきであり、また我が国を始めとして、諸外国で現在進行中の経口接種試験の

成績等について、引き続き情報収集及び検討に努めるべきであるというふうに指摘してご

ざいます。また、別のところでは、検出限界程度の異常プリオンたんぱく質等を延髄閂部

に蓄積するＢＳＥ感染牛が潜伏期間のどの時期から発見することが可能となり、それが何

か月齢の牛に相当するのか、現在のところ、断片的な事実しか得られていない。あるいは、

厚生労働省及び農林水産省においては、ＢＳＥに関して科学的に解明されていない部分に

ついて解明するため、今後より一層の調査研究を推進するべきあり、そうしていただいた

新たなデータや知見を下に、適宜定量的なリスク評価を実施していく必要があろうという

ふうになってございます。これらのことを踏まえまして、引き続き、厚生労働科学研究に

おいて、動物接種試験等のＢＳＥに関する研究事業を継続していくとともに、農水省のプ

ロジェクト研究におきましても、牛への経口接種試験を行い、異常プリオンたんぱく質の

蓄積メカニズム解明の研究を進めるということになってございます。以上でございます。 

○吉川座長  それでは、これから審議に入りたいと思いますけれども、諮問内容は今説明

にありましたけれども、これに関しての質問をお聞きした上で、今後どういうふうに議論

していくかについて、ざっくばらんにフリーディスカッションをしていきたいというふう

に思います。そういう進め方でいいですか。それでは、全般的な質問をお聞きして、それ

から個々の項目について議論した上で、今後の進め方を含めて議論したいと思いますけれ

ども、どなたからでも結構です。今の諮問内容及びそれに関連することで御質問ございま

すか。どうぞ。 

○小野寺専門委員  厚生労働省の方ですけれども、牛の頭部で一応、舌とか頬肉は特定危

険部位に入っていないということですけれども、特に舌ですね。舌に関しては、日本では

恐らくそれほど流通していないんじゃないかと思っていたんですけれども、恐らく外国か

ら舌が入ってこなくて困っているというような話を聞いていたんですけれども、舌という

のはどのぐらい使われているんでしょうか。 

○吉川座長  どうぞ。 

○道野監視安全課長補佐  国内のと畜場でどれぐらいその舌の部分をとっているか、こち
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らの調査データはありませんけれども、通常は可食部としてやはり流通しますので、基本

的にはもう食用利用されるというふうにお考えいただいていいのではないかというふうに、

私どもは考えております。 

○吉川座長  ほかにございますか。 

○山内専門委員  全般的なことで、１つは厚労省に対して、今回の諮問の中で 21 か月齢と

いう、言うなれば全頭検査緩和という諮問を出していますが、この目的。もう一つ、関連

しているんですけれども、事務局に対しての質問でして、この専門調査会で議論をして、

座長に一任した後、最終的にできてきた中間とりまとめの文章、これは恐らく専門調査会

の意見をちゃんと反映していないんじゃないかというふうに、私は理解しています。こう

いうふうになったいきさつ、この２つについて、一緒に質問したいんですけれども、いい

ですか。１つずつ。 

○吉川座長  はい。 

○山内専門委員  まず厚労省に対してですけれども、中間とりまとめで私たちが提言した

のは特定危険部位の除去とか解体法とか、こういったことに関しての勧告をしていると思

うんです。検査月齢に関しては、結局わからないと、線引きはしなかったんです。でも、

この諮問の目的はどうもよくわからないというか、少なくともマスコミ報道などでは、こ

れはもう米国牛肉輸入再開のために日本の管理規則を変えるんだというふうに言われてい

ますが、そう理解してよろしいでしょうか。 

○道野監視安全課長補佐  それでは、21 か月齢ということの諮問の目的という御質問にお

答えします。勿論、ＢＳＥ対策を含めて食品安全対策というのは全般として、基本的には

規制ですので、科学的な合理性ということを基本として判断するということで、私どもは

従来から対処してきております。ＢＳＥのその全頭検査につきましては、平成 13 年度 10

月からスタートしたわけですけれども、当時の事情として、まず牛の月齢は必ずしも確認

ができなかったというような事情があり、更に国内で最初のＢＳＥ感染牛が見つかったと

いうこともあって、国民の間に非常に強い不安があったと。そういった状況を踏まえて開

始したということがあるわけです。これはもう先生方が御承知のとおりでございます。そ

の後、こちらの食品安全委員会の方で最新の科学的知見に基づく評価検証結果で中間とり

まとめをいただいたわけでございまして、その内容を見ますと、私どもとしてこう考えた

ということでありますけれども、要するに、１つはその検出限界以下の牛を検査対象から

除外するとしても、全月齢の牛からＳＲＭ除去措置を変更しなければ、それによりｖＣＪ

Ｄリスクが増加することはないというようなことがとりまとめの部分にあるということ。2

1 か月齢以上の牛については、現在の検査法でＢＳＥプリオンの存在が確認される可能性

があるということですね。更に、21、23 か月齢で発見された感染牛の延髄閂部の異常プリ

オンたんぱく質の量は、他の感染牛と比較して、500 ～ 1000 分の１と微量だといったこと

がありまして、私ども厚生労働省としては、規制の科学性ということも当然基本としなけ

ればならないということですので、こういった中間とりまとめをいただいたということで、
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それではその 20 か月齢以下の牛を検査対象から除外することが科学的に適切なのかどう

なのかということについて、諮問をさせていただいたという経緯でございます。 

○山内専門委員  今の説明というのは、要するに諮問を出してきた根拠であって、理由で

あって、目的を私は聞いたんですね。 

○道野監視安全課長補佐  目的ということであれば、それは規制の科学的合理性というこ

とを確保するためということでございます。 

○山内専門委員  結局、今根拠に挙げられた、この中間とりまとめの文言ができてきたい

きさつが関係してくると思うので、事務局にお尋ねしたいんですけれども、実際にこの委

員会で結論のところで 20 か月齢以下の牛を発見することは困難であるといった文言が議

論になって、そこは削除して、検出限界のことに関しては事実関係だけを述べることにし

ようと。あとの文言は座長一任というふうにしたわけです。その後は実際に座長一任され

て文言が修正されたものは、私たちのところにもその日の夜に送られてきましたが、これ

はもう通知であって、お知らせであると。ですから、我々はコメントをできるような状況

ではなかった。座長一任をした後、今度は親委員会の方にかかって、どういう形でなって

いったかという、そのいきさつが私には疑問なんですが、これは我々の専門調査会のミス

でもあるかもしれませんが、結論のところで 20 か月齢以下を発見することは困難であると

いう文言を取ったんですが、本文の方に残っていたと、それを気が付かなかったというの

はこちらのミスであろうと思いますが、それは座長が記者会見のときに削除しますと言っ

たというふうに報道されています。その点に関して、これは親委員会の議事録を見ますと、

これは村上評価課長の説明の中で、「最終的な取りまとめの御相談の中で、結論をそのよ

うに変更するのであれば、17 ページの『迅速検査により検出可能な月齢』の第２段落のと

ころも全く同文で書くべきではないかという御意見がございました」。これは要するに、

取った方がいいという意見だったと思うんですね。ただ、もう一方で「前提条件なしで月

齢と検査感度を比較することは問題であるということではあるものの、17 ページの本文中

では、我が国における実態を述べているので、『発見することは困難である』を本文中に

は残してもよいのではないかという御意見もございました。結果といたしまして、現在お

示しいただいているような案文になっている」というんですが、どういういきさつで結果

になったのか、これは読み取れないんです。恐らく最終文案をつくるときに、座長、座長

代理、それから事務局関係者等で議論をされたんだと思います。その議論の中で実際に削

除ということと、削除しなくてもいいんじゃないかという意見の２つがあったんだと思う

んですが、その結果というのがまず一つわからない点です。そこを説明していただけます

か。 

○村上評価課長  プリオン専門調査会におきまして、御議論いただきまして、中間とりま

とめを作成する過程は、先生方はよく御存じとは思いますけれども、７月に開かれました

第 12 回のプリオン専門調査会に最初のたたき台が提出されまして、そこで御議論をいただ

いて、その御意見によって、８月の第 13 回の専門調査会で修文したものについての御議論
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をまたいただき、そして、９月６日の調査会において、更に修文されたものをお示しして

御議論をいただいたわけでございます。９月６日にプリオン専門調査会において御審議を

いただきました中間とりまとめの案の中では、本文中にも 20 月齢以下の感染牛を現在の検

出感度の検査法によって発見することは困難と書いてございまして、かつそれと同文で、

最後の結論の部分に同じ文言が書いてありました。案の段階ではです。その案に基づきま

して、御議論をいただいたわけでございますが、プリオン専門調査会の御議論の中では、

本文中の記述のところは特段の御意見がなく通過をしていったわけでございますけれども、

最後の結論部分の御審議の中で、専門委員の方より、その 20 月齢というものをこの結論部

分に入れるのは具合が悪いんじゃないかという御指摘がありまして、その検査感度を検出

感度以下のものは検出できないというのは科学的には正しいけれども、どこから検出可能

になるのかということを、前提条件なしでここに書き込むというのは適当ではないのでは

ないかという御指摘がございまして、当時の議論はプリオン専門調査会の議事録の中にも

書いてございますように、確かにそうだろうということで、結論部分の書きぶりについて

は訂正をしようと。本文中の記述については、いいではないかというような御議論もあっ

たように理解をしております。ここでは結論と申しますか、文面を最終的に決定をするこ

とはなく、最終的な修文については座長預かりということで、当日の専門調査会は終わっ

たというふうに理解しているわけでございます。 

○山内専門委員  ちょっと１つだけ、本文中に残してもいいのではないかといったような

議論をこの専門調査会でやりましたか。私はあまり記憶はないんですが。 

○金子専門委員  私も忘れていたので、議事録をもう一度確認しましたけれども、私が発

言した部分で、それは後でのお答えもそうですけれども、本文のところでは特にその時点

では御意見がなかったことと、私は本文は変えなくても、とにかく結論のところでその 20

という数字を強調するのはロジックもちょっとおかしかったんですね。佐多先生のおっし

ゃるとおり。そこに特段持ってくる必要性はないし、かえってよけいな効果が出るのでは

ないかということで、結論に関してはとにかくとりましょうということを申し上げており

ました。後での答申でも、私はそのとおり、その発言を踏まえて、その旨をお答えしてお

りますが、最終的には座長と事務局にお任せしますと。座長一任という形でお答えしてお

ります。 

○山内専門委員  それで、それが結果としてという議事録になってしまう、そこのところ

は要するにどういう結果なのか、何が議論されてその結果なのか。議事録を読みますと、

削除するということと、残してもいいのではないかという２つの意見がありました。そし

て、結果としてとなっているんですね。ちょっとここは理解できないんで、その点につい

てお聞きしているんです。 

○村上評価課長  結果としてという申し上げ方がわかりにくいというお言葉であれば、そ

うなのかもしれませんけれども、最終的な案文のとりまとめにつきましては、座長一任と

いうことでございましたので、最後の結論部分の記述を最終的にあのような文言に。です
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から、当初は 20 月齢以下の感染牛と現在の検出感度の検査法によって発見することが困難

という記述があったわけですが、そこの部分をその事実関係だけを記述をするようにしよ

うということで、結論部分においては 21、23 月齢で発見されているということと、発見さ

れた牛の中にその延髄閂部に含まれている異常プリオンたんぱくの量は非常に少なかった

ということと、20 月齢以下のＢＳＥ感染牛は 350 万頭やったところ、発見されていないと

いうことを書いて、これらのことは今後の我が国のＢＳＥ対策を検討する上で、十分に考

慮に入れるべき事実であるという文言に訂正したわけでございます。その中で、本文中に

もともと結論部分と同文の記述のあったものを結論部分と同じように直すのか、直さない

のかということについて、座長と御相談をいたしまして、一応、結論部分についてはその

ように直そうということで、20 月齢以下の感染牛を現在の検出感度の検査法によって発見

することは困難という、本文中の文言につきましては、そのまま残して、本委員会に上程

をするということで、その代わり、そのような議論があったということも本委員会の報告

をするようにという御指示でございましたので、ちょっと異例ではございましたけれども、

事務局からそのような御説明をさせていただいたものでございます。 

○山内専門委員  ということは、座長、座長代理、事務局との相談の中で、今のようなそ

の 20 か月齢以下の本文に残すか残さないかという問題は、最終的に、ただそういう議論が

あったということを本委員会には出すという結果になったと理解していいわけですか。 

○吉川座長  第 14 回の議事録を見てみると、私が項目別にやっていて、この３－３－２の

ところで、20 か月齢以下の感染牛は現在の精度と検出方法では検出感度以下になるのでは

ないだろうかという項目がある意味では付け加わるという格好なりますけれども、いいで

すかという議論をして、はい、特に問題はないという議論に行って、最後の結論に行った

ところで、その同じ文言が出てきて、今、説明にあったように、結論のところで、その 20

という数字を明記すると、それはそれで一人歩きをするという心配と、あえて結論に 20

という数字を入れるかどうかという佐多委員からの質問があって、そこで事実だけにしよ

うということで、その 350 万頭の結果のエビデンスを結論の方には書くということで、そ

れの細かい文言に関しては、今言われた経緯で、座長、副座長に一任するということにな

って、その後の記者会見で整合性上、本文もシンクロナイズしますかという質問があった

のは私も記憶していて、シンクロナイズする可能性は高いと思うというふうに答えたこと

も記憶しています。その後、事務局と副座長と議論をしたんですけれども、２つの考えが

あって、その本文の方も変えるという考え、全文の方は今、副座長が言ったように、あく

まで分析結果ですから、その 350 万頭を調べた結果として、その 21 か月、23 か月に関し

ては、日本はこれはＢＳＥ牛と認めたわけですから、そういう意味で 21 か月以上を検出で

きるという可脳性は十分ある。ただ、それを定理量的に評価したときに、一次検査でも二

次検査でも検出限界に近いところにあるということもまた事実で、それを翻って考えれば、

それ以下のものについて検出するのは非常に難しいだろうという、分析結果として間違っ

ているものではないという考えがあって、事務局の方には親委員会に行くときに、こうい
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う本文にしてありますけれども、シンクロナイズすべきじゃないかという考えと、ｖＣＪ

Ｄのときと同じで分析は分析とし、総論としては一人歩きを避けるために明記しないとい

うスタイルでいいのではないかという、両方の意見があるということを親委員会の方に責

任を持って説明してくださいというふうに伝えて、村上課長がそのように親委員会に伝え

たんだろうという、そういう経緯だろうと思います。 

○山内専門委員  わかりましたけれども、もう少し続けさせてください。結局、今の議論

でわかったんですが、その問題点がそういうふうにありますと、親委員会で議論をしてく

ださいということであっても、ただ単にこれは評価課長は、こういったことがありました、

「結果といたしまして、現在お示しいただいているような案文となっているものでござい

ます」で終わってしまっていて、議論してくださいということは一言も言っておられない

ですね。 

○村上評価課長  御説明はいたしました。もし議論が必要であるというふうに本委員会が

御判断になれば、御審議いただけるものというふうに考えておりました。 

○山内専門委員  わかりました。それで結局、私が思いましたのは、この委員会は専門調

査会、これは完全に公開して議事録も公開されている。親委員会も勿論公開で、議事録も

公開されている。これがやはり国民の信頼を勝ち得るための一番重要な点だと思うんです

ね。でも、今回の場合を見ていきますと、今、説明を聞いて大体の経緯はわかってきたん

ですけれども、結果として、恐らくこの最終的な中間とりまとめは、この委員会でもう一

度議論されたらば、いろんな反論が出てくるような内容になってしまったというふうに、

私は理解しています。ですから、やはりこれからはこの専門調査会、親委員会、その間で

の議論とか何かも、やはり何らかの形でちゃんと公開できるようなシステムをお考えいた

だく必要があるのではないかというふうに思います。もう一つ、この最終的なこの報告書

の文言について、私は結論に付け加えられたところで、これは最後に 350 万頭の牛を調べ

て、20 か月齢以下のものは見つからなかったということと、ごく微量であったということ

から、厚生労働省は最終的に今度は 21 か月という線引きを提案されているわけですけれど

も、350 万頭を調べて 20 か月齢が見つからなかったというのは、これは科学的に正しい論

理ではないと思うんですね。極端に言えば 350 万頭を調べた中で 20 か月齢以下の牛がい

たのかいないのか、何頭いたのか、分母はそれになると思うんですね。ですから、例えば、

科学では 20 か月齢以下というのが 10％と仮定すれば、35 万頭調べて陽性のものはいなか

ったというべきだろうと思うんです。それを 350 万頭調べて見つかりませんでしたという

のは科学的な論理ではないと。ですから、これはここでの最終結論でそういうふうに言わ

れてしまうのは、要するにこの専門調査会として責任がとれないという気がします。 

○小野寺専門委員  ちょっと発言させてください。山内先生だけがしゃべっているので、

少しこちらにも発言の時間が欲しいものですから。 

○吉川座長  どうぞ。 

○小野寺専門委員  まず議論が２つありました、前の方は、当時の中間とりまとめ案に関
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して、翌日自宅に一応文章が送られてきました。それは読みました。それで前の文章と、

少なくとも議事録で文章にもう一つ付け加えられていたというのは、こちらも気が付いて

いました。ですから、それに関して、もし反論するんでしたら、そのときに文章が違うん

じゃないかと言ってもいいのではないかと思ったわけですね。 

○山内専門委員  送られてきた文章には添付のとおりとりまとめ御了承いただきましたの

で、お知らせいたしますと。それしか書いていないんです。かなりちゃんと読んだんです

が、それしかなくて、要するにこちらは意見を出したって、どっちみちもうこれで行きま

すと、座長に一任した後の話ですから、ということはやはりこの専門調査会で議論をして、

最終的なまとめを座長に一任した以上、そして、それをそのままそこで決まったものは親

委員会に行くという段取りができている以上、ここで私は特にもうあえて一人で意見を出

したって、それは役に立たないだろうと判断しています。 

○小野寺専門委員  済みません。まだ話しの途中だったので。もう一つは、やはり今日の

議題は、本来は厚労省と農水省の方で出したこの対策に関して、将来どうリスクが増える

か増えないかという議論だと理解していましたから、ちょっとその方にもう少しウェート

を置いてもらいたいと思うんですけれども。 

○吉川座長  わかりました。どうぞ。 

○品川専門委員  私にも発言させてください。私は９月６日、やむを得ない事情で欠席し

たんですが、これは私、全面的に山内先生の御意見の賛成しているんです。だけど、もう

決まってしまったのならしようがないということになると、非常に今、心の中でどうした

らいいかわからないというものがあるんです。ただ、中身というものは、私個人的にはこ

れで十分賛成というものじゃないということなんです。それは表明させてください。この

ものが基になって、今、諮問が行われているということであれば、ここに問題があれば、

やはりここで検討していいのかどうか。その辺りのことをはっきりさせてください。諮問

以前の中間まとめのことですね。それはもう小野寺先生が言われるように、過去のものだ

からそれはもうしないんだと。それにのっとった形で先に進むんだとかどうするかという

ことをきちんとさせていただいて、座長の方からお願いいたします。 

○吉川座長  品川先生は欠席でしたけれども、21 か月という数字以前に、21 か月、23 か

月はどう評価するのかという議論は何度もしました。それを定性的にＢＳＥ牛とするかど

うかというヨーロッパと日本の考え方の提示もありましたし、しかし、日本は一次検査と

二次検査で陽性牛として認めた 21 か月と 23 か月はＢＳＥというふうに認定して、その上

で理論をつくっていくという了解があったと思います。 

○品川専門委員  ちょっと待ってください。今、大事なことなんですけれども、21 か月、

23 か月というものは、これはここで云々論議をする以前の問題として、ＢＳＥの判定委員

会の方できちんと、これはＢＳＥと言っているわけですからね。ここで論議するものじゃ

ないんですよ。 

○吉川座長  でも、それは１つずつ確認しなければならないで、ヨーロッパはそう言って
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いるという委員の意見があれば、この委員会として、どういうスタンスで臨むかというこ

とは確認していかなければならないので、それを私は言ったわけです。その上で定量的に、

では、それはどのぐらいの量的な問題だったのかという次の議論に入って、500 分の１か

ら 1000 分の１。それがウエスタンブロットにおいてもＥＬＩＳＡ試験においても限界のと

ころに近いという議論があった。その結論として、それ以下のものについては、現在の検

出感度では検出できないだろうと。ここまではだれも異論がなかったと、私は思うんです。

その次の議論のところで、では、その 21 か月より若い牛で検出可能なのかどうだろうかと

いう議論になって、論理の帰結として、それより若い牛では検出する率も低いだろうし、

困難だろうということになって、それがそのまま結論に行ったときに、そのリスクマネジ

メントでこれが一人歩きするのは、ｖＣＪＤのときと同じような問題を起こすということ

で、その事実確認だけにしようということ。それから、先ほど、350 万頭中認められなか

ったとおっしゃったのは、私の記憶では山内先生です。私はあのときに母集団として 20

か月以下はもっと少ないだろうと一瞬しゃべった記憶はあるんですけれども、そのときの

時点で何頭というのはわからなかったので、事実とすれば、確かに 350 万頭を調べた中で

20 か月齢以下に１頭もいなかったということも事実だから、それでもいいかというふうに

思ったんですけれども、弱齢集団を考えると 26 か月から 28 か月までの集団の 20 か月はほ

とんど山のてっぺんで半分ずつですから、あそこにあの時期、21 か月以上で陽性牛が２頭

いたということは、論理的に考えれば、20 か月以下にも２頭くらいはいたのかもしれない

けれども、それは検出できなかったと考えても、そんなに悪いことではないかもしれない

というふうに、私は思っております。どうぞ。 

○小野寺専門委員  ちょっと付け足しになりますが、21、23 の議論は、まだいろいろやっ

て最中なものですから、あまり細かいことを言ってもしょうがないというか、ＢＳＥと認

定しているわけですから、それ以上のことはないと思いますけれども。 

○品川専門委員  ちょっと今のことなんですが、小野寺先生、やっている最中というのは、

どうですか、私はＢＳＥの判定委員会の方の座長として、あの問題については、もう既に

判定のことに関しては、日本ではきっちり結論を出しているわけです。ただプリオンの問

題が、あの問題は少ないから、プリオン自身について更に科学的に調べるという学問的な

興味ということがあるわけですから、この問題について増幅ということを行っているわけ

なんです。ですから、まだ結論が出てないだとか、まだやっている最中ということではあ

りませんから。 

○小野寺専門委員  それは言葉じりの問題で、増幅をやっている最中ですからということ

だけです。 

○吉川座長  それに関しては、この委員会でも特に、そういう意見があったので議論した

だけであって、別に 21、23 か月牛がＢＳＥであるか、ないか、そこに前提を戻すことは特

にありません。先ほど、山内委員の方から情報の透明性について少し意見が出ましたけれ

ども、時間的な問題もあったりして、完全に情報が伝わらなかったといったような部分も
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あったかもしれませんけれども、山内委員のような意見があるのはもっともで、やはり情

報の公開と透明性というのは、確かに信頼を得るという意味では努力する必要性はあると

いうふうに思います。どうぞ。 

○品川専門委員  １つ言わせていただきたいのは、今ここで山内委員が話題にされたこと、

まさにその問題が、今度は厚労省の方の諮問の中の一番トップに入って出てきているわけ

ですね。そうすると、ここのところはどういうことなんだろうかと、私は非常によく理解

できないわけです。要するに、この中でしっかり議論していって、それで結論から取り除

いたものが本文に残っていて、それが本文に残っているからといって、そのものが今度は

諮問の中の中心になって出てくるのは、私は何だかすきっとしないという見方です。もう

一つついでの話なんですが、諮問の中の別紙というところがあるんですが、こういう問題

が大事な問題であれば、もっと慎重にまともな間違いのない言葉で書いていただきたいと

思います。随分というか、私がぱっと見ただけで３か所ぐらい間違いがありますね。違い

ますか、諮問の別紙です。ですから、随分急いでつくられたのかと思ったり、間違いを直

すことができないうちにね。それから、今のところで、厚労省の方にお尋ねしたいんです

が、ここのところでＳＲＭという言葉をお使いですね。特定危険部位という言葉、厚労省

の方の中では、たしか特定危険部位ではなくて、特定部位となっているわけですね。特定

部位、特定危険部位、この辺りの使い分けとかというのは一体どうなっているんだろうか。

厚労省の方ではＳＲＭではなくてＳＭですね。違いますか、それがここへ出てきたらＳＲ

Ｍになっておりますし、あと、農水の方では異常プリオンなんて書いてあるんですが、こ

んな間違いをもう恥かしいから二度としないでいただきたいということ。それから「経口

摂取」ということもあるんですが「経口接種」というのは食ったわけじゃないんですよ、

接種というのは感染させたという意味ですから、これも間違いですし、もっと慎重に文章

をつくっていただきたいと。何か全体がいいかげんに見えてくるんです。○道野監視安全

課長補佐  それでは、御指摘の部分でありますけれども、私どもの諮問の文章の中で引用

させていただいているのは、すべて結論部分でございまして、本文にしかないものについ

ては引用しておりませんというのが１点。あと、ＳＲＭという言葉の使い方については、

以前も私どもの方で薬事・食品衛生審議会の方でも、たしか山内先生から御下問いただい

たというふうに記憶しておりますけれども、同じ説明になってしまうわけでございますが、

と畜情報、それから牛海綿状脳症、そういう法令上の用語として特定部位という言葉を用

いております。その場合には、内容的にはと畜場においてＳＲＭとして処理されるもの、

これが特定部位という言葉で整理しております。要するに、脊柱が入るか、入らないか。

脊柱も含めての場合に、やはり国際的な状況も見て、ちゃんとＳＲＭ、特定危険部位と言

うべきではないかと、以前そういう御指摘をいただきまして、全体を言う場合にはＳＲＭ

というふうな特定危険部位というような一般用語として使用しています。以上です。 

○山内専門委員  確かに座長が言われたように、350 万頭中 20 か月齢以下が見つからない

ということを私が最初に言っていることは事実です。ただ、それは誤りでした。要するに、
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議論の中でそういう発言があったことは事実ですが、最終的に考えていけば、それは科学

的ではないというふうに思います。それから、私は今回の中間とりまとめの作業に当たっ

て、結局、我々のところには、中間とりまとめの資料がなかった、送られてこなくて、私

たちは当日ここで見ているんです。金曜日に私のところへ原案を持ってきて１時間あまり

説明をされていった。そして、こういうふうに直しましたとか、いろいろ見え消し原稿で

説明されて、そしてまたそれに対してこちらもコメントを出して、そして最後に、どうせ

い土曜日、日曜日には私のところに送られてくるんだろうと、今までは必ず送られてきて

いました。それが送られてこないで、ここでぱっと見せられて、私は一番乗りして 30 分ぐ

らい前に来て見たんですが、見落としはかなりあったんです。一方で、土曜日からマスコ

ミの方では報道がされていると。そういうやり方で我々に審議をさせるということ自体に

も私はかなり疑問を持っていましたし、その中で、こちらの方の審議不十分であるという

ことは何か所かあるというふうに思います。 

○吉川座長  村上さん、何か先ほどの発言が関係ありましたけれども。 

○村上評価課長  まず、先ほど私が申し上げたかったことは、厚生労働省の方からお話が

あったように、今回の諮問の案件につきましては、これから御議論をいただくわけであり

まして、その御議論をいただく前提として諮問をされる側が引用している中間とりまとめ

の文言は、すべて中間とりまとめの結論部分から取っておられるということで、先生方の

御議論の中でも結論部分については十分注意して文言の調整をしようということで、中間

とりまとめの御議論をされたように記憶しておりますので、そういう意味では、先ほどの

20 月齢みたいなお話は、このコンテクストの中ではあまり問題にならないのかなというふ

うには思っております。ですから、むしろ、これからの御議論といたしまして、中間とり

まとめというのは、あくまで中間とりまとめに至る時点までの御議論を専門調査会として

３回繰り返して御議論になったわけでありますので、それを総論としてとりまとめたとい

うことだろうと思っておりますので、その議論は議論として十分専門調査会としても尊重

していただけるものと思っておりますが、これから先の議論として、厚生労働省あるいは

農林水産省からのお尋ねに対して、どのように専門調査会として御判断されるのかという

ことは、また別のことではないかというふうに思っております。 

○吉川座長  その考え方もあると。どうぞ。 

○山内専門委員  よくわかるんですが、結局、例えば今回のような１つ 20 か月というとこ

ろを管理側が考えて、それについてのリスク評価をしてくださいという諮問、それ自体は

私は当然いいと思うんです。ただ、20 か月といったようなことに関して、それを提案して

いるというか、その根拠というのが、この専門調査会の議論に基づいているというふうに

取られるのは大変心外だと思うんです。我々はそういうことは言っていないと思うんです。 

○吉川座長  結論のところで、その議論が御存じのように、あのときそういう議論になっ

て、私自身、座長の意見を離れて個人的な意見として言わせてもらえれば、繰り返しにな

りますけれども、定性的に 21 と 23 か月をＢＳＥ牛というふうにとって、定量的にそこで
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の汚染度というものを見たときに、限界に近いという事実を考えれば、それ以下のものに

ついては検出できないだろうし、あえてその数字を問われれば、21 か月以上は検出できる

可能性があるという、トートロジーの答えになりますけれども、それをリスクマネジャー

としてどこかの連続性に線を引くので、では 20 か月以下はその対象として考えたときに、

どういうリスクになるのかという諮問が来て、それは論理的に間違えていないというふう

に思っております。これは座長の個人的な意見でございます。どうぞ。 

○品川専門委員  そのことにちょっとお尋ねしたいんですが、21 か月、23 か月というと、

そこで２か月のずれがあるわけですね。それは同じように少ないわけです。そうすると、

今、先生が言われたことは、同じように少ないのに、例えば 23 か月だけが見つかっていれ

ば、23 か月はこれで４回だから、23 か月以下という、そういう形の線の引き方と同じなん

です。ところが、21 か月が見つかったから、今度は 20 か月に線を引くということでしょ

う、違いますか、要するに。 

○吉川座長  私が言っているのは、リスクマネジャーというのは、例えば 20 歳が成人式だ

といって、それは早熟な人は 18 で大人になっているのかもしれないです。23 の人もいる

かもしれない。どこかである基準として線を引かなければならないと。それで、今までの

エビデンスを考えたときに、350 万頭の結果としてそうであれば、そういう諮問が来るこ

とはあり得るだろうというふうに説明したのであって、私は、この議論は、もしこれから

先に行って、20 か月という問題が出てきたときに、実際に対象になるのは、2003 年４月生

まれ以降の牛になります。全く時空間を離れた議論をしているわけではなくて、これから

各論をやろうというふうに言ったのは、イギリスのどこかの話をしているわけではなくて、

日本の汚染状況で、2001 年 10 月からの対策が、ここで見直したような格好の限界と効果

を持ちながらやってきた中で、もし 20 という線を引くなら、今後対象になる牛は、規制を

してから１年半以上経って生まれてくる牛を対象にして、もし、変更したときにどれだけ

のリスクを食品危害として負うのかという各論を我々は分析して答えなければならない立

場にあるというふうに理解しております。 

○山内専門委員  私は座長の意見に賛成なんですけれども、結局、調査会で月齢に関連し

たいろんな情報も全部提供というか、整理をして分析をしていることは事実で、その結果

に基づいて厚労省が 20 か月というところに線引きをして、そこでリスク評価をしてくださ

いと、このプロセスも私はいいと思うんです。ただ、この専門調査会で 20 という線引きを

別に提言しているわけではないということなんです。それから、やはり一番最初に御質問

した諮問を出してきた目的が、やはり理解できない。というのは、結局 20 というような、

リスクの定量的評価、もしくは定性的評価をここでやるといっても、なぜそういうことを

しなければいけないか、現在大変な社会混乱まで起こしているというようなこと、これは

我々と直接の関係がどこまであるのかわかりせんが、ともかく、やはり厚生労働省として

は、はっきり調査会としては、こういうような意見が出てきた。それで、一応、厚生労働

省として 20 か月というところでこちらに諮問したいと。その目的は、アメリカ産牛肉の輸
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入再開のためであるということを言っていいんじゃないかと思うんです。 

○小野寺専門委員  アメリカの話として、一応、ここの諮問のことは、あくまでリスク評

価の場所だと思うので、厚労省の諮問に関して何が問題であって、何が影響するかという

と、結局、中間とりまとめの 15 ページの上から４行目ですか、「人口比、遺伝子型の構成

比から補正を行うと、我が国の全人口におけるｖＣＪＤ患者の発生予測数は、0.9 人とな

る」と書いてありますけれども、これに厚労省及び農水省なんですが、リスクマネジメン

トがこれに影響を与えるのかどうかと、そこがリスク評価の問題だと思うんです。あとの

マネジメントは、また厚労省の方だと思うんですけれども。 

○吉川座長  どうぞ。 

○金子専門委員  いろいろ議論を聞かせていただいて、やはり今回、９月６日の第 13 回、

14 回ですか、それから本委員会までの４日間の経緯が少し急ぎ過ぎた感はやはりあると思

うんです。各委員の方々の、これだけ重要な問題であれば、やはりワンステップ置いても

よかったんではないかと。逆に申し上げると、やはり今後の諮問に対する答申に関しては、

その貴重な経験を生かして慎重にしていっていただきたいというふうに思います。それか

ら、20 か月齢困難の、本文中の記載に関してですけれども、先ほど厚労省の方が言われた

ように、今回の諮問を見ますと、その根拠は、やはり結論部分にあると。20 か月齢以下に

関しても、本文中の困難であったという表現を基にしてはおられない。350 万頭に及ぶ検

査により云々と、やはり結論部分のことを今回の諮問の根拠にしておられると。そこに関

しては、私たちはかなり慎重に議論したつもりですけれども、やはり立脚点によってとら

え方が違うというのが、これは科学と管理というか、社会との接点を考えるときに、どう

しても付きまとってしまう。つまり、私たちは、これを科学的に評価するわけですね。そ

うすると、この文言を科学的に考えて特に問題ないだろうというふうに思うわけですけれ

ども、それを別の見方からすれば、例えば今後の我が国のＢＳＥ対策を検討する上で、十

分考慮に入れるべき事実であるというのを、そうかなと思って、そのとおりであろうと思

って出すと、やはり省庁の方は、ああそうだということで、では検討する上で十分考慮に

入れますということで返してこられるわけですね。そこは、どうしても、やはり同じ文言

を見てもとらえ方が違ってしまうというのが、そこまで私たちは考えてやらないといけな

いかと、科学的な評価だけではなくて、そういう影響まで考えてやらなければいけないか

というと、それは無理だと思うんです。逆に言えば、それはもう科学的評価ではなくなっ

てしまうとも言えるわけです。ですから、今回のは、品川先生も山内先生も小野寺先生も

皆さん非常に本音で語って私はすごくよかったと思うので、是非、私たちの科学者の思っ

ていることを十分わかっていただいて、今後の議論に生かしていただければというふうに

思います。 

○吉川座長  金子委員、どうもありがとうございました。私が言わなければ、いけなかっ

たのかもしれませんが、当事者で、今、金子委員が総括してくれた点はすごく大事で、確

かに言われたとおり、タイミング的にも非常にせっぱ詰まっていたという部分もあります
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し、今後も多分リスク評価は、今までもそうでしたけれども、諮問を受けたものに関して、

リスクマネジメントと全く離れて答えを返すことは実質上できないわけです。ただ、それ

だからといって、今までの委員会の中でも何度もありましたけれども、やはり責任を放棄

するわけにはいかないわけで、やはり中間とりまとめをやった最初のスタンスでわかって

いることが何で、不明な点が何で、どこまでデータがあってということの積み重ねでリス

ク評価を返していくという方法しかないと思います。どうぞ。 

○品川専門委員  あまりサイエンスのことではないんですが、この諮問の中の一番最後に

「見直しに当たっては、必要な経過措置を講じることとする」というのがありますね。こ

れは、今、盛んに言われている、３年間は全く今までと同じことをするんだということに

通じるものなんですか。 

○道野監視安全課長補佐  そこの部分は、要は規制の内容を変更する際に、経過措置とい

うものを通常行政的にはやっていることがございます。今回、もしも見直しをするという

ことを前提とした場合に、１つは、今まで私ども、それから食品安全委員会の方でもリス

クコミュニケーションをやってくる中で、なかなか検査の見直しということについては、

反対、賛成いろんな意見がまだあるということがありますので、やはりリスクコミュニケ

ーションということをしっかりやっていくということが１つあります。もう一つは、と畜

場の現場で、検査が必要なものと、そうではないものが出てきてしまうということですの

で、そういった環境整備ということも図っていかなければいけないと。  もう一つは、消

費者、生産者、そういった中混乱ということも出てくるだろうと。国民の理解を得るまで

に時間がかかるということもあり得るだろうと。一方、地方自治体によっては、見直して

も引き続き全頭検査をやりたいということの意向を表明されている自治体もあると。それ

と自治体が検査をやる場合に、現在、私どもが全額補助をしているキット代について、引

き続き補助ができないかと。それは混乱回避ということであって、安全基準はあくまで一

定月齢で切るということが前提ではありますけれども、そういう混乱回避ということを目

的に、引き続き財政措置が取れないかということについて、今、政府部内で調整をしてい

るというような状況にあります。 

○吉川座長  どうぞ。 

○品川専門委員  ついでなんですけれども、これは要するに結果として、非常に素朴に考

えれば、３年先にやるんであれば、例えば中間とりまとめが行われたその後、現在までに

今年はもうＢＳＥは３頭も見つかっているわけですね。こういうふうにＢＳＥに関してど

んどん状況が変わる世の中で、３年先のことをなぜこんなに急いで、今、諮問しなければ

いけないのかという非常に素朴な疑問があるわけなんです。ですから、本当に必要である

とすれば、経過措置が３年も必要だなんていうのは本当なのかどうか、私はよくわかりま

せんし、ただ非常に素朴な疑問があるということだけお伝えしたいと思います。 

○吉川座長  これはリスク評価以前の問題で、リスクマネジメントとしてそういう対応を

取るのであれば、専門委員会として、もしリスクがほとんどないと考えられる結論になる
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なら、それはマネジメントとしてお取りくださいという以外には答えようがないと思いま

す。そのため、諮問に対して、これから各論というか、今、品川先生は今年になって３頭

と言われましたけれども、先ほど言ったように、今、出てきているのは、そういう意味で

は 2001 年に止める前の汚染牛の話であって、ここで 20 か月以下ということをこれから決

めると、先ほど言ったように、対象になるのは、2003 年４月か５月以降に生まれた、要す

るに規制してから１年以上経った牛のリスクをどういうふうに評価するのかという議論で

あって、そこはあまり混乱しないように議論を進めていきたいというふうに思います。済

みません、今日は持ち時間２時間で１時間半、大事だったと思いますけれども、どういう

ふうに進めていくか、もう 30 分予定時間がありますから、今日の諮問に関して、先ほど事

務局の方から説明がありましたけれども、かなり検査だけではなくて、ＳＲＭの問題につ

いても、それから資料についても、同時にリスクマネジメントとして諮問をされているの

で、個々の項目にするかは、もうそれほど時間がないので、第１項目から第４項目までど

こでもいいから、今日は厚生労働省、農林水産省それぞれ来られていますから、少し質問

の方に重きを置きたいと思うんですけれども、諮問内容に関して、こういう点はどういう

ことなのかという御質問があれば受けたいと思いますけれども。どうぞ。 

○北本専門委員  質問があるんですけれども、その前に１点確認したいことがあります。

それは、いつもこの会議に出ていて思うんですけれども、貴重な意見があって、貴重な意

見に対してどういうレスポンスがされただろうかと。今でも、少なくとも中間の報告書に

関しては、もう手を入れないということを決めたのか、手を入れられないということを例

えば事務局側が言ったのか、座長が宣言したのか、それをあいまいにして次に進んでいく

というのは、私はよろしくないなと思うんです。だから、どういう結論でもいいから、座

長は結論を言って、この議論に関しては、まだ手を入れる余地がありますよというのか、

それとも９月６日の中間報告段階のものはもう手を入れませんというのかをはっきりして

ください。 

○吉川座長  済みません。私は、そういう意味では、先ほど言ったように、９月６日から

後の時間経過に関して、金子座長代理が言われたように、やや拙速な部分はあったかと思

いますけれども、それなりに中間とりまとめに当たっては何度も項目別に議論してきまし

たし、内容についても議事録を見ていただければわかるように、欠席の先生方もいらっし

ゃったかとは思いますけれども、それなりの議論を尽くした上で、最後の結論の部分もそ

れなりの時間を取ってああいう表現にしたと。それで、最後に確認という格好で一応委員

の方にも資料を送った上で、食品安全委員会の方に持ち上げて、そこで了承されたので、

この中間とりまとめについては、一応これを中間とりまとめとして受け入れたいと思いま

すけれども、各委員の方、御意見はございますか。どうぞ。 

○山内専門委員  これは質問なんですけれども、どうも我々は科学の領域で中間とりまと

めという言葉自身がよくわからないので、一体これはどういう位置づけになっているのか。

我々は普通ですと、報告書とか、中間報告書というか、中間報告書だったらまた途中で時
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間とともに変わってくるでしょうし、ちょっと官庁用語としての中間とりまとめについて

説明していただけませんか。 

○村上評価課長  中間とりまとめということに官庁用語として特別な意味があるわけでは

ございませんけれども、プリオン専門調査会での御議論の中で、あくまで最初の段階とし

て事実でわかっていることと、わかっていないことをはっきりさせようと。それから、現

時点でわかることについて一応とりまとめましょうということで、座長のお話では、総論

部分とおっしゃっていたこともありますけれども、この中間とりまとめをとりまとめてい

ただいたものというふうに事務局では考えております。ですから、この中間とりまとめの

次のステップとして個別の議論をしていただけるものというふうに思っていまして、そう

いう意味で、中間とりまとめという名前になっているんだと思っているんですけれども。 

○山内専門委員  いや、今の北本委員の質問にあったように、例えば９月６日に出したの

は、９月６日のバージョンとしての中間とりまとめであると。では、ある時期にまた新し

いバージョンができてくると。そういうふうに理解していいわけですね。 

○村上評価課長  ですから、最終的にはきっと最終とりまとめというのができるんだろう

というふうに思っていますが、ただ、本件は非常に難しい問題ですので、どの時点でどの

ような形のものがつくっていただけるのかというのは、事務局ではわからないわけですか

ら。 

○吉川座長  中間とりまとめという名前が適切かどうは、私にもわかりませんけれども、

私が座長として、第１回目のときからこの委員会が何をやる委員会であって、いずれ規制

がちゃんといって、母集団の方のリスクが下がっていったときには、それに対応したリス

ク評価が必要であってという議論を自分なりには、それぞれの諮問とは別途やってきたつ

もりで、350 万頭を経過したところで、もう一回総論として自分たちがよって立つ、戻る

原点、その時点でわかっていること、わからないことをまとめて、ある意味では議論が紛

糾したときにそこに戻るものをまとめておきたいと思ったのが、この中間とりまとめとい

うことであって、多分、５年後、あるいはここで更に規制体制が取られて、それが更に有

力になれば、もっと加速的にリスクが減っていくと思うんです。そのとき、中間とりまと

め２というのが出るかどうかわかりませんけれども、多分議論する内容も変わってくるし、

まとめの内容もデータに基づいて変わってくるので、私は現時点で戻る総論としてのまと

めは、これでいいのではないかと思っております。 

○山内専門委員  そうすると、最終とりまとめというのは、いつになるかわからないわけ

ですね。結局、５年後にはまた新しいバージョンというような感じのことであれば。 

○吉川座長  そうならざるを得ないんじゃないかなと思うんです。情報がどんどんと増え

ていくわけで、今わかる範囲で議論した原点がここであるということになるので、今度、

例えば諮問を受けて各論が付け加わっていけば、これに足されていくかもしれませんし、

それでいいのではないだろうかと。 

○山内専門委員  先ほど金子委員が言われたように、やはり科学の世界での議論というの
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と、その議論の結果が行政やいろんなものに反映してしまっているというので、実は我々

は大変当惑しているんですね。科学論文なんかだったならば、書いて間違っていればすぐ

直すとか、どんどん新しいバージョンに変えていく機会が与えられていると。ところが、

中間とりまとめというのは、一度こうやって最終のところまで行ってしまったら、それは

どんどん歩いていってしまうというのが現実なんだと、そういうふう理解していいわけで

すね。 

○吉川座長  そういう責任は負う委員会だろうと思います。いわゆるピュアサイエンス的

に立場を保持しなければならないけれども、その影響力は学会で論文を発表したこととは

違う立場の委員であるだろうというふうに思います。 

○寺田委員長  親委員会の立場として、いつ言おうかなと思ったんですけれども、１つは、

ちょっと元に戻りますけれども、親委員会が専門委員会からここを変えてくれという依頼

を受けて、変えなかったということをどこかで言っておられる方もいますけれども、それ

は絶対にないです。依頼は受けておりません。それが１つ。それから、いろいろ説明があ

りましたけれども、これは議事録のとおりでありまして、ただ、お話を聞いていますと、

一番大事なのは、金子座長代理が言われたように、やはり信頼関係が非常に大事なもので、

ひょっとしまして、この専門調査会の中ではわあわあ言っているものだから信頼関係が出

るかもしれないけれども、親委員会との関係が疎になって万が一にでも信頼関係がなくな

ったら一番大変だと思います。是非いろんなことがありましたら、親委員会に直接言って

頂きたい。または、これは透明性をどう確保するのか問題であり、時間の問題とかいろん

なことがございますが、例えば私のところへ直接こういうのはどうなっているんだという

ことを言っていただければ、大変ありがたいと思います。それは必ず何らかの形でお答え

をするようにいたします。それから、先ほどの科学と行政という問題は非常に重たい問題

で、これは日本の中でこのような委員会ができたのは初めてのことですね。山内先生も委

員会に入っておられますあの報告書を見ますと、やはり縦割行政は悪いとか、危機感がな

いとか、いろいろ書いてありまして、１つの大きなところは、やはり科学を行政に反映す

るような仕組みがなかったから問題がおきた。そこでこの委員会をつくろうということで

すから、おのずとこの委員会の科学に基づく評価の発言は行政に反映されます。私が判断

をするんじゃないんですけれども、管理行政側がこの委員会の意見に基づき判断して管理

の方法を考え、もう一度この委員会が科学的に見て、行政の判断、今日諮問が来ています

ように、これは正しいのかどうか意見をいうのが私ども委員会に与えられた役割だと思い

ます。今までの中間とりまとめというのは、だれにも依頼されずに、本当にボランタリー

としてやっていたわけですね。このＢＳＥがこの委員会ができる一つの基になったものだ

から。それで、今度は管理側がそれを見て、今、諮問してきたところですから、これから

この諮問の内容について、この委員会できっちりと答申を出すということが大事ではない

かというふうに思っております。ちょっと長くなりましたが、以上です。 

○吉川座長  どうぞ。 
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○北本専門委員  済みません、たまに来ると議事を遅らせてしまいそうで、質問がござい

ます。農水のトレーサビリティーに関する質問なんですけれども、７ページの「（４）そ

の他」のところで、本年の 12 月から牛肉の個体識別番号の表示と、流通段階における措置

が施行されることとされているということですけれども、是非これは農水だけではなく、

厚生労働省とも協力していただいて、一体どんな牛肉なのか、つまり、どういうピッシン

グを受けて解体されたものなのかどうかとか、例えばですが、単刀直入に申しますが、つ

まりスロットハウスで、ピッシングを受けて解体された牛肉ですというのは、恐らく厚生

労働省の情報としてしかわからないと思うんです。当然、牛肉というのは、個体識別の面

もありますけれども、どういうふうにと殺されていったかというところまで食品の安全に

は関わるんだと思うんです。ですから、２つの省庁に協力していただいて、ありとあらゆ

る情報がこの個体識別番号から手繰れるようにしていただくと、もう一つこんな統計の取

り方もできる。例えば、消費者に振り返ってみれば、実際に消費者が個体識別番号を調べ

て、どこまで調べてこの肉を買おうか、やめようかというふうにしたかと。つまり、そう

いうふうにした肉というのは、売上が減ったからだと。にもかかわらず、売上はどんどん

変わらずにいったとなれば、我々はサイエンスだけをしていればいいんじゃなくて、もっ

ときっちり安全性を初期の段階で確保しなければいけないと。そうじゃなくて、消費者が

非常に勉強されていて、例えば 18 か月無検査のピッシングなしの牛肉を選ばれるとすれば、

こういうものから売れていくというふうにすれば、これは我々も委員会としてもう少し網

をかけるのを粗くしてもいいんじゃないかということにもつながると思うんです。我々の

ここでの議論というのが、常に消費者の動向を全くわからずに、ある人はサイエンスとし

て議論していますし、ある人はそうじゃないというふうにして議論していますけれども、

そのコミュニケーションを図る場というのは、実はトレーサビリティーの情報を使うこと

によって得られてくるんではないかと思いますので、できたら農水として、今、トレーサ

ビリティーの方向性を厚生労働省も利用して、いろんな情報を盛り込めるような、ひいて

は、例えばピッシングがなくなっていくというふうな方向で行った方が、私は食品の安全

性につながるんじゃないかと思いますので、是非御検討を願えればと思います。 

○吉川座長  どうぞ。 

○境薬事・飼料安全室長  現状をちょっと説明させていただきますと、トレーサ法の中で

は基本的な情報の提供は、今、委員がおっしゃっていましたが、生年月日だとか、牛の種

別だとか、雌雄の別だとか、あるいはいつと殺されたとか、そういった基本的な情報にと

どまっているのは事実でございます。しかしながら、こういった情報をベースとして、私

ども農水省としましては、例えばＪＡＳ法に基づきます、生産情報を公表で出す、ＪＡＳ

と、そこでは更に多数の情報を盛り込んでおりまして、例えばどういった飼料を与えたと

か、あるいはどういった動物医薬品を使ったかとか、そういったものも生産公表ＪＡＳの

中ではたどることができるようになっております。また、私ども飼料も担当しているわけ

ですけれども、配合飼料にはどういった原料を使ったかと、そういったデータベースもつ
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くっておりまして、こういったものをこれとリンクさせるという仕組みは構築を進めてお

りますので、今、委員がおっしゃいましたことにつきましては、厚生労働省と連携しなが

ら、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。 

○北本専門委員  ありがとうございました。非常に的確なわかりやすい説明で非常によく

わかりました。ただ、私が一番重要視していますのは、食肉の安全性ということからすれ

ば、育てる過程も大事、それからそれを処理する過程も大事と、この２つがあいまって、

食品の安全性が成り立っていると思いますので、まさに食品安全委員会としては、こうい

うところで両省庁に言いたいなというふうに思いましたものですから。 

○吉川座長  どうぞ。 

○山内専門委員  農水省への質問なんですが、2001 年のＢＳＥ発生以後の肉骨粉禁止の一

連の措置で、それでえさの安全性が確保できているという点は十分理解できているんです

が、それ以前につくられてしまったえさ、それが現在どれぐらい残っているのか、その実

態です。と言いますのは、禁止措置以後に生まれた牛でのＢＳＥ例というのは、これは恐

らく古いえさが残っていたためと考えられると。その古いえさは回収はしていないわけで

すね。当然、農家や何かいろんなところにあるだろうと。その辺の実態についてのデータ

を出していただかないといけないんじゃないかというふうに思います。 

○吉川座長  済みません、ちょっと今、品川先生の意見を聞いていたので、飼料がどうな

っているかということですね。古い飼料、2001 年 10 月以前の飼料が現状ではどうなって

いるかと。どうぞ。 

○境薬事・飼料安全室長  事実関係の御説明をしますと、まず、牛に対しては肉骨粉の使

用につきましては、2001 年の９月 18 日に省令改正をしまして、禁止をしております。で

すから、牛は法的には９月 18 日以降は使ってはならぬというふうになっております。それ

から、ニワトリとか、ブタに対しては、自治体的には 10 月 15 日に製造禁止を出しまして、

11 月１日以降には販売、使用の禁止と、こういった規制を法的にかけておりますので、そ

ういった意味では肉骨粉が入ったブタとかニワトリの飼料というのは、11 月１日までは使

用許可が認められていたということになると思います。ただ、もともと行政指導をやって

おりましたから、基本的には肉骨粉を使った牛の飼料というのはなかったわけですし、農

家が自家配合したというのは多少あったわけでございますけれども、そこにつきましても、

先ほど９月 18 日で禁止されておりますから、そういった意味では、牛の肉骨粉が入った配

合飼料そのものを与えたということは、基本的にはなかったんではないかというふうに考

えております。いずれにしても、必要であれば、また飼料を御提出するということを考え

たいと思います。 

○山内専門委員  先ほど座長が言われたように、やはり 20 か月齢というのは、今から 20

か月前に生まれた牛で、そのときにはもうえさはみんなきれいになっていたというふうに

考えれば一番簡単なんですが、現実には、これまで日本に出たＢＳＥ牛で、肉骨粉を与え

られたという記録は残っていないと、すべて交差汚染によってではないかという推測があ
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るわけです。そうなりますと、肉骨粉の使用禁止をしたと言ったとしても、交差汚染をし

ているえさは残っていただろうと、それを回収したわけではないと、それが一体いつなく

なるのか、それがなくなれば、現在の飼料規制の有効性というのは理解できると思うんで

す。 

○吉川座長  それに関して調査されていますか。 

○境薬事・飼料安全室長  肉骨粉を使ったとか、明らかになっているものについては、あ

る程度どういう流通だったか調べたのがありますので、また座長あるいは事務局と相談し

ながら資料を用意したいと思います。 

○山内専門委員  もっと簡単に製造月日から考えていって。 

○吉川座長  平均的に飼料の回転から考えて、どのぐらいのターンオーバーでいっている

のかということは農水省さんわかりますね。ケース・バイ・ケースだろうとは思いますけ

れども、アベレージとして。 

○境薬事・飼料安全室長  通常、配合飼料には、以前は魚粉とかも入っていたわけですの

で、そう長い年月もつものではありませんので、現時点で、それを今後与えるということ

は基本的にないんだろうと思っております。先ほどの点では、交差汚染につきましては、

私どももそれをつかんでいるわけではありませんので、その点を明らかにしようとして出

すということは不可能だというふうに補足させていただきます。 

○吉川座長  でもブタ骨粉のときに、経過的に何回か調べてラインを変えた工場がどのく

らいあって、それが経時的にどう変わってきたというようなデータは、たしか見た記憶が

ありますし、もし、ある時点でストップしたときの配合飼料がどのぐらいのターンオーバ

ーで変わっていくかというようなデータがあれば、それはリスクを考えるときには非常に

データとして考えやすいので、是非調べられるなら調べてみていただけませんか。 

○境薬事・飼料安全室長  わかりました。 

○吉川座長  山本委員が先に手を挙げたかと、どうぞ。 

○山本専門委員  済みません、個々の議論に入ってしまいそうなんですけれども、その前

に考えていく上の前提として、諮問がきている４つの案件については、管理措置として施

行するタイミングとか、そういったものをリンクさせて、同時に必ず行っていくというよ

うな前提があるんでしょうか。それとも、それぞれ一つひとつが独立した形で施行される

可能性があると考えるんでしょうか。それによってリスクの評価というのは大分変わって

くるということになります。 

○吉川座長  それぞれ基本的に諮問内容についての質問ですけれども。 

○道野監視安全課長補佐  厚生労働省の方でございますけれども、１つ目につきまして、

検査対象月齢の見直しにつきましては、当然食品安全基本法に定められておりますので、

当然答申後に必要な改正手続を行うということになります。あと、特定危険部位の除去の

徹底、この中身につきましては、実行上できることでもありますし、勿論、実態上は既に

進めつつあります。ただ、この御検討で追加修正すべき事項が出てきましたら、それも含
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めて対応していくということで考えております。それから、調査研究につきましては、従

来から対応しているところでありますけれども、これについては継続ということで、平成

17 年度の厚生労働科学研究の課題としても近く公表するという予定にしております。 

○境薬事・飼料安全室長  農水省の飼料規制につきましては、現在やっておりますフィー

ド・バンの中にやはり一部穴が空いているとか、不十分なところがあるということを強化

する立場ですので、これは早急にやる方がいいという認識でございます。したがいまして、

これを実行するために、まず省令改正が必要ですので、省令の案を現在検討しております

し、また、飼料検査書が輸入の段階の混合飼料等を調べるという場合には、どういった体

制でやるか、どういった届出を受けて、どういう体制でやるかという検討、あるいは都道

府県が飼料の小売り店からの届出をどういうふうにやらせるか、あるいはそれに対して、

立入検査をどうやるか、そういうガイドラインの案をつくったりとか、そういう作業は現

在進めております。したがいまして、殊更パッケージで実行するという必要はないと、で

きるところから早くやりたいと思っております。 

○吉川座長  いいですか。 

○山本専門委員  施行の問題というのは、そういうことなんですけれども、そこは理解で

きたんですが、リスク評価をする上で、それを一応我々としてはパッケージとしてという

か、全部が施行される前提をもって考えていかないといけないんであろうと考えているわ

けです。特に、月齢によって検査を外すということであれば、ＳＲＭの除去ということは

非常に重要な問題になりますので、ピッシングについても検討を相当慎重に行わなければ

いけないなと思っていますけれども、やらないという方向が世界の流れとしては当然ある

わけですから、その辺をよく考えていきたいと思っております。 

○吉川座長  横山委員、先ほど手が挙がりましたが、どうぞ。 

○横山専門委員  個別のことについてお聞きしようと思ったんですけれども、今、総論に

戻ったので。 

○吉川座長  いいですよ、別に、とりあえず諮問に関しての質疑を優先したいと思います

ので、どうぞ。 

○横山専門委員  私も総論に戻してもいいでしょうか。 

○吉川座長  どうぞ。 

○横山専門委員  １つは、アメリカの 20 か月齢以下の牛肉に関する諮問というのは、例え

ばここの委員会には出てこないのかどうかということを一つ非常に疑問に思うんですけれ

ども、ここで、今、中間とりまとめでまとめたことが、国内対策のベースになっているだ

けではなくて、現実には輸入の問題に直接使われているような印象を受けます。多分そう

なんだと思いますけれども。ただ、ここへ来ると、国内のＢＳＥ対策の見直しをしている

だけだと。委員会と実際のこれの使われ方との間にすごく乖離があるという気がしている

んですけれども、それで例えば今、20 か月の議論をして、ここの委員会では、今、吉川先

生がおっしゃるように、国内の措置の上での 20 か月というような話をしたとしても、それ
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が外に出ていくときには、20 か月以下は、その他の背景なしに 20 か月以下の牛はどうの

こうのというような議論になってしまうんじゃないかなと。それで、今、実際に社会で問

題になっているということが、アメリカの牛肉問題だということであれば、それをなぜ正

面から議題としてここの中に出てこないのかなということをすごく感じます。 

○吉川座長  いつか来るかもしれないし、来ないかもしれない、私にもわからないんです

けれども、少なくとも第１回のときから、日本のリスクについて議論しようということで

やってきているし、今もそのスタンスは変わりません。別にこれをアメリカに使えという

気もありませんし、あくまで日本の取ってきた施策に対しての見直しをしようということ

で、中間とりまとめをしたわけであって、それに対して施策の諮問が来たので、それのリ

スク評価を返すという作業をしようとしているのであって、もしそうでないとすれば、そ

こまでこの委員会が責任を持って議論する勇気もないですし、それだけのデューティーを

負っているとは私は思っていないんですけれども、もしそういう諮問が来れば、正面切っ

て議論しなければならないかもしれない。でも、そのときには中間とりまとめ、あるいは

今後の各論でやるだけの分析データが必要になると思いますけれども。 

○横山専門委員  その整理が十分できていないんじゃないかなという気がするんですけれ

ども、ここの委員会の中では、確かに国内のＢＳＥ問題ということで議論されて中間とり

まとめとしてつくられていますけれども、それが一歩外へ出ると、それをよりどころにい

ろいろなことが国内の問題ではなくて、外国の問題に対してそのままそれを当てはめられ

ているという、そこの整理が十分できていないというか、それはここの委員会の問題では

なくて、もっと行政側の問題であるとすれば、そうなのかもしれませんけれども。 

○吉川座長  私はそう思いますけれども、多分、ここの委員会でできることは、自分たち

の責務を果たしていく以外に方法はなくて、それは今言われたように、いろいろな人がい

ろいろな勝手な解釈をするかもしれないけれども、そこはリスクコミュニケーションなり

何なりで伝えっていったもらう以外に、ここの委員会としてはそういうリスクがあるから

審議をやめましょうというわけにもいかないですし、いずれ、もし本当に諮問が来て、科

学的に評価するということをするならば、少なくともデータのある日本について自分たち

がそれだけのトレーニングをしておかなければ、多分もっとひどい結果にしかならないと

私は思うので、そういう意味では粛々とやっていく方が方法論としては、少なくともこの

専門委員会にとっては、その方向でいいのではないかと私は思っております。 

○寺田委員長  追加ですけれども、この間、この諮問を委員会でお受けするときに、厚生

労働省と農林水産省から簡単な説明がありました。そのときに、それに加えて日米のとき

には改めてこちらに諮問いたしますと、そういうふうに厚生労働省、農林水産省の方がお

っしゃいました。だから、そういうことはある程度予想はしていましたけれども、委員会

の場でちゃんとそういうふうに言われましたので、そうなると思います。だから、米国か

らの牛肉輸入再開の件は別件として、ここに諮問が来て、アメリカの状態とか、いろんな

状態を判断して評価を行い、それに対して答申を出すんだろうと、今のところは思ってお
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ります。 

○吉川座長  決してごっちゃにはなっていないんですけれども。私の頭の中では決してご

っちゃにはなっていないし、過去のことも、これからのことも決してごっちゃにして話し

ているつもりはないんですけれども、どうも言葉足らずで説明が悪いのかもしれないです

けれども。 

○山内専門委員  今度は諮問の内容についての質問ですが、厚生労働省の方でＳＲＭに関

連して、いろいろとこうやりますということが書いてあるんですが、今までに行われてい

たことから、どういった点が今度改善されるんでしょうか。もっと具体的に、これは非常

に抽象的で何をやるんだかよくわからないです。 

○道野監視安全課長補佐  資料の４ページでございますけれども、Aの内容的にはＳＲＭ

管理に関するルールについて、遵守状況について定期的調査を行うというような内容のわ

けですけれども、従来、例えば焼却に関してとか、それかピッシングの有無に関してとか、

そういった限定的な範囲について不定期に調査をして、適宜公表ということをしておった

わけですけれども、例えばと畜場におきましては、ＢＳＥの問題のみならず、微生物汚染

の問題というのがございまして、私ども春と秋に毎年、国内の全と畜場で一般細菌数と大

腸菌群の汚染実態というものを調査して公表しておるわけでございますけれども、ＢＳＥ

対策についてもそれにならって、こういったＳＲＭの管理状況について、定期的に幅広く

調査をして、内容を公表していくということをやっていきたいということが１点でござい

ます。２点目に関しましては、これは例の脳脊髄たんぱく質をはかるＥＬＩＳＡの検査キ

ットがあるわけでございますけれども、そういうものを利用して、ＳＲＭの除去とか、そ

の後の枝肉の洗浄とか、そういったことで、的確に処理がされているかどうかということ

を、そのキットを使って評価ができないかと。これは、勿論、と畜処理工程の中で、どれ

ぐらいやったら、どれぐらいの効果があるかということも含めて検討していかないと、な

かなか難しい部分もありますので、ここは少し研究をさせていただきたいと。勿論、その

研究結果に基づいて全国で、先ほど申し上げたような形で定期的に確認ができないかなと

いうことで、今後検討したいということでございます。 

○山内専門委員  今のＳＲＭ管理に関しては、これまで不定期に行っていたものを定期的

にやっていくというようなのが、１つの改善の方針であるということ。それから、キット

をなるべく実用化の方向へ持っていくといったようなことだと思うんですが、それをもう

少し具体的な形で何か資料がつくれないものか御検討いただきたいと思います。もう一つ、

今、ピッシングについてお話がなかったんですが、ピッシングはやはり非常に重要であっ

て、引き続き中止の方針というのは、何か少しも変わっていないというふうに思います。

もっと具体的にどうやるのか、方針を決めていただかないと、やはり禁止をするとか「中

止の方針で検討を進める」というのでは、少しも変わっていないというふうに私は受け止

めています。 

○道野監視安全課長補佐  ピッシングにつきましては、ＢＳＥの発生当初から抽出するよ
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うにということで、都道府県についてと畜場に指導をしてきたという経緯がございます。

勿論、やむを得ず継続する場合につきましても、汚染部分等につきましては、ＳＲＭと同

様の扱いをするというようなこともやっておるわけですけれども、この問題につきまして

は、従事者の安全確保という点もございますので、今回やろうとしていることは、やはり

約五十か所ぐらいで既に中止をしているという実態もございますので、成功例を少し細か

く調べまして、それを各都道府県で、引き続き継続しているところについて中止の指導の

資料としてもらって、更にと畜場サイドの理解も得ながらやめていってもらうという方向

でやっていきたいと、そういう意味でございます。 

○山内専門委員  日米ＢＳＥ協議で、アメリカのと畜場を見たときに、後でアメリカの場

合のピッシングというか、スタンニングのところで、ピッシングなしでも安全にできると

いうことで、何かアメリカ側かビデオまで送ってもらって検討するという話があったと思

いますし、品川委員もこの委員会で発言されていましたので、そういった面の検討は考え

ておられないんですか。 

○吉川座長  どうぞ。 

○道野監視安全課長補佐  アメリカでどういうふうにやっていくかということにつきまし

ては、確かに資料をいただいています。アメリカでの状況というのは、１日 5,000 頭ぐら

い処理するところですので、実際的には機械的に、今、日本ではブタでやっているような

感じで、追い込みのところはだんだん狭くなってきて、足が浮くように、間にレールみた

いのがあって、足が浮くような形になって、その浮かしたところにチェーンを引っかけて

つり上げると。勿論その前にスタンニングするわけですけれども、そういうようなかなり

大規模な機械設備を使ってやっているという状況があって、これが直ちに日本の方で使え

るという代物ではなかなかない。ただ、それはそれとして、そういう設備面で何とかなら

ないかということも、そのと畜場の設備を専門にと言いますか、その分野をやっていると

ころはそんなに多くありませんので、そういったところでも、今、そういった動きは確か

にあります。そういう施設設備面からの問題もございますし、当面やれることとしては、

先ほど申し上げたようなソフト面の方、そちらの方からも対策を講じていくとうことで、

私の方で考えております。 

○吉川座長  どうぞ。 

○北本専門委員  厚生労働省と農林水産省の両方ともにお願いしたいんですけれども、実

はその次回ぐらいまでに現行とその改良点とを見開きでどういうふうに改善したのかとい

うのがなっていると、そのリスク評価をしなければいけない我々としては非常にやりやす

いんじゃないかと。つまり、今、少なくとも食肉に回すものに関しては 100 ％ＥＬＩＳＡ

をしているんですけれども、それは恐らく例えば、何か月で区切りにしてるにしても、何

％か減るわけですね。それは何％ぐらい減るのかというのはデータとして示していただき

たい。それから、山内先生も私も品川先生も気にしているのは、やはりピッシングのこと

で、これはもう中枢神経系を壊してのことになりますので、それも以前と比べてどれぐら
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い今の時点で改善されたのか。今、具体的な 50 箇所というふうに言われましたが、それは

と殺頭数としたら何％ぐらいに相当するのか。それを努力目標としては、何％まで行きた

いのか。勿論、私らとしては、０％になってほしいんですけれども、やはりそういうふう

な我々の評価がその定量性を求められているわけですから、提示していただく答申案も定

量性を持っていただくと、非常に評価がしやすいんじゃないかというふうに思いますので、

是非その対照表を。 

○吉川座長  それはいい提案だと思います。わかりやすいし説得性が非常に高いと思うの

で、できる限りそういうデータをまとめて表にしていただけるとありがたいと。どうぞ。 

○小野寺専門委員  どんどんピッシング法の話にばかり行っているんですが、えさの検査

の方もいよいよ強化すると書いてありましたから、それもどのぐらいを努力目標にしてい

るのかと。それも一応お願いしたいと思うんですけれども。 

○吉川座長  それぞれの項目について、そういった格好で経緯と 2001 年９月あるいは 10

月から始まった後のこれまでの経緯と、今回、諮問事項の中でそれを目指している部分と、

その辺に関して、何か表みたいな格好で数値を入れて示せるものについては示してもらえ

ると評価するのには非常に便利かと思います。どうぞ。 

○金子専門委員  今の点に関連するんですけれども、この間、ブラッドレーさんが来られ

たときにお話を伺って、ある宣言日と言うんでしょうか、つまりその飼料管理にしろ規制

がきちんとできたと宣言する日を設けて、それから何か月経ったかということで、そのリ

スク評価をしていると。ですから、今回例えば、20 か月という数字を出すのであれば、そ

の基準点、宣言日というとよくわかりませんけれども、ここからはきちんと規制ができた

と。山内先生が言われた、残っているものもないし大丈夫だと、その線引きがやはりある

程度できたらいいなと思って、北本委員が言われた点に加えて、やはりその飼料規制のと

ころも是非定量的な評価をさせていただけるようなものをそろえていただければと思いま

す。 

○吉川座長  どうぞ。 

○小野寺専門委員  また付け加えてあれなんですけれども、トレーサビリティーですね。

トレーサビリティーの文章をもうちょっと、生産公表、ＪＡＳと、せっかくおっしゃって

いましたから、それに関して、もう少し詳しく、何か表でもいいですし、イラストでもい

いですけれども、そういうものを一応お示しいただきたいと思います。 

○吉川座長  そうですね。少し時間が延長しています。今日はちょっとやはり諮問に答え

ていくのに当たって、前回の部分についても議論する必要があったと思うし、十分議論で

きたと私は思っております。そういうわけで、今後この諮問について、リスク評価を行っ

ていくということになります。今日、どういう方針で行こうかというところまでは行きま

せんでしたけれども、諮問内容とそれに関して、どういうデータが必要であるということ

に関しては、大体イメージがわかったと思うので、次回その辺をたたき台にして、どうい

う方向でリスク評価をしていくかというところを少し話した上で、実際の評価に入ってい
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きたいというふうに思います。少し延びてしまいましたけれども、どなたかほかにござい

ますか。 

○堀内専門委員  手短に。先ほど、委員長が信頼関係という言葉をおっしゃられたと思う

んですけれども、やはり９月６日の諮問で問題になったのは、その前後のマスコミの報道、

それとこの委員会の進め方があのときだけ少し違ったという事実があると思うんですね。

例えば、私は出席できませんでしたが、事前にこの案を読む機会もなく、送られてきたも

のはこういう結果です。そこら辺でやはり信頼関係というのが徐々にずれが生じてくる可

能性がありますので、特にマスコミの問題に関しては、やはり事務局等が的確な対応をし

ていただかなければ、なかなかここで議論しにくくなることが出てくるのじゃないかなと

思います。そこら辺をちょっとよろしくお願いしたいと思います。 

○寺田委員長  大変難しい問題で、いろんなことは結局のところ、書類をあまり前もって

送らない理由は、どこかからリークして、いろんなニュースが出て、この調査専門委員会

でそういうフリーな立場でなかなかディスカッションできないだろうということが一つあ

るんですね。だからと言って、マスコミの方は国民との窓ですから、本当のところを言い

まして、どういうふうにしたらいいかわからない。何もマスコミもうそをついているんじ

ゃないんです。マスコミの各社はそれぞれの立場、あるいはそれぞれのニュースを入れら

れたことを記事にしてやっておられると思うんです。リークをおき、いろんな雑音が聞こ

えてくるかもわからないけれども、かえってその方がいいのではないかなというふうに、

ちょっとこのごろ思っています。最初は、特に７月 16 日～８月６日辺りはものすごかった

んです。いろんなニュースが新聞に出まして、こんなことがあるのかと思うことが多くあ

りました。この委員会は小さな所帯ですから、ここの事務局からリークしているとはほと

んど考えられないと思うんです。だから、いろんなところで取材活動をされておって、そ

こで得られた話なり印象なり何なりをこうやって記事にしておられたんだと思いました。

議事の案の段階で前もってこの内容はどこかからか出ているんですよ。ここの事務局から

は出るとはとても信じ難いことです。例えば、私なども、見てすぐに回収とか、そんなこ

とまでありました。信用しろよなどと言っているぐらいのこともあるんです。ですから、

それは委員とは言いませんけれども、各省庁へ行った後かもしれませんし、話がもれたよ

うです。最初のころですよ、４月、５月ごろももっとありました。情報のリスクコミュニ

ケーションに行きましても、消費者の方から情報をきちんと管理してくれと言われました

けれども、情報を管理するというのは、日本の世の中で無理です。変な言い方ですけれど

も、それぞれ出るのはそのままにして、それでこの委員会の先生方はそれを個人の良識で

判断されてやってもらうよりしようがないと思います。９月６日に原案が会の直前までも

し行かなかったということがあったとしたら、悪かったと思います。 

○吉川座長  手短にお願いします。 

○齊藤事務局長  いろいろマスコミの関係で御指摘を受けた点は、私どもとしても、これ

からも十分注意してまいりたいと思います。一方でまた、委員の皆様方にはできる限り早
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くいろんなものをお届けして御議論いただかなければいけないという、正直申して二律背

反のところもある面がございます。日ごろから事務局としては情報の管理は十分努めてい

るつもりでございますけれども、一方でそういう各方面からいろいろな記事が出たという

ことも事実なので、事務局が必要以上に神経質になった部分も過去にはあったかと思いま

す。いずれにしても、先生方との信頼は大事ですので、御指摘ありましたら委員長なり事

務局の方に直接言っていただければ、できる限りのことはさせていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

○吉川座長  よろしくお願いします。それでは、次回も引き続き議論を行っていきたいと

いうふうに思います。事務局から何かありますか。 

○冨澤評価調整官  特にありません。 

○吉川座長  いいですか。それでは、日程についてはまた皆さん方の都合を調整した上、

決めたいと思います。では、以上を持ちまして、第 15 回プリオン専門調査会を閉会いたし

ます。どうもありがとうございました。 

                                      －了－ 


